
   

川口市空家等対策協議会について 

 
 
「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、法という。）の施行（平成 27 年 2 月 26 日一部施行、

平成 27 年 5 月 26 日全面施行）に伴い、法第６条に規定する「空家等対策計画」に関する協議を行う

ため、法第７条に基づき川口市空家等対策協議会（以下、協議会という。）を設置するもの。 
 
 
空家等の所有者等による適切な管理や利活用を促進するための計画である「空家等対策計画」を

策定・変更・実施するために必要な協議、その他空家等に関する施策の推進に関する協議を行う。 

 

 

法第６条第２項に基づき、下記の事項について定めるもの。 

１）空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に
関する対策に関する基本的な方針 

２）計画期間 

３）空家等の調査に関する事項 

４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

５）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

６）特定空家等に対する措置、その他の特定空家等への対処に関する事項 

７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 

 

 平成２９年 平成３０年 

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

● 第１回 協議会の開催（ 本日 ） ●             

計画骨子の作成 （ 事務局 ）                 

● 第２回 協議会の開催（計画骨子について ）     ●         

計画素案の作成 （ 事務局 ）                 

● 第３回 協議会の開催（計画素案について ）        ●      

特別委員会への報告 （ 計画素案について ）              

● 第４回 協議会の開催（計画素案について ）          ●    

市民パブリック・コメントの実施              

● 第５回 協議会の開催（計画案について ）            ●  

計画の策定              

 

２ 協議会の役割 

３ 空家等対策計画について 

１ 趣 旨 

４ 開催スケジュール(予定) 
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